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最
高
検
察
庁
に
よ
る
取
調
べ
の
一
部
可
視
化
実
施
方
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書

障
害
者
団
体
等
を
対
象
と
し
た
低
料
金
の
第
三
種
郵
便
物
制
度
に
係
る
文
書
を
偽
造
し
、
実
態
の
な
い
自
称
障
害
者
団
体

「
凛
の
会
」
に
同
制
度
を
悪
用
さ
せ
た
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
の
上
村
勉
元
担
当
係
長
が
一
昨
年
逮
捕
さ
れ
た
。
右
の
事
件
に

絡
み
、
文
書
偽
造
を
上
村
元
係
長
に
指
示
し
た
と
し
て
、
一
昨
年
六
月
に
逮
捕
さ
れ
た
村
木
厚
子
元
同
省
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局
長
の
公
判
が
昨
年
九
月
十
日
に
行
わ
れ
、
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
右
の
事
件
を
受
け
、
最
高
検
察
庁
に
お
い
て
チ
ー
ム

が
組
ま
れ
、
事
件
の
真
相
解
明
に
向
け
た
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

民
主
党
と
し
て
、
一
昨
年
の
第
四
十
五
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
を
戦
う
際
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
中
に
、

「
�

消
費
者
・
人
権

��

取
り
調
べ
の
可
視
化
で
冤
罪
を
防
止
す
る

【
政
策
目
的
】

〇
自
白
の
任
意
性
を
め
ぐ
る
裁
判
の
長
期
化
を
防
止
す
る
。

〇
自
白
強
要
に
よ
る
冤
罪
を
防
止
す
る
。

【
具
体
策
】

一



〇
ビ
デ
オ
録
画
等
に
よ
り
取
り
調
べ
過
程
を
可
視
化
す
る
。
」

と
の
記
述
を
盛
り
込
み
、
取
調
べ
の
可
視
化
実
現
を
訴
え
て
い
た
と
承
知
す
る
。
右
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、
取
調
べ
の
中
の

一
部
分
の
み
の
可
視
化
で
良
し
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
全
過
程
の
可
視
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

取
調
べ
の
可
視
化
に
対
す
る
菅
�
人
内
閣
の
認
識
も
、
右
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
基
と
な
っ
て
い
る
と
思
料
す
る
と
こ
ろ
、
詳

細
な
説
明
を
求
め
る
。

二

本
年
二
月
二
十
三
日
、
最
高
検
は
、
法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
「
検
察
の
在
り
方
検
討
会
議
」
に
対
し
、
現
在
既
に

行
わ
れ
て
い
る
、
裁
判
員
裁
判
事
件
に
お
け
る
取
調
べ
の
一
部
の
可
視
化
に
加
え
、
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
の
各
地
方
検
察

庁
特
別
捜
査
部
が
扱
う
刑
事
事
件
も
、
可
視
化
の
対
象
と
す
る
方
針
で
あ
る
こ
と
を
、
二
十
四
日
に
報
告
す
る
と
発
表
し
て

い
る
。
右
の
三
特
捜
部
に
お
け
る
可
視
化
措
置
は
、
取
調
べ
の
一
部
に
限
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
全
過
程
に
及
ぶ
も
の
で
あ

る
の
か
。
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

三

二
で
、
あ
く
ま
で
一
部
に
限
定
し
、
全
過
程
を
対
象
と
し
た
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ

た
自
白
の
任
意
性
を
巡
る
裁
判
の
長
期
化
、
自
白
強
要
に
よ
る
冤
罪
の
防
止
に
資
す
る
こ
と
は
な
く
、
意
味
が
な
い
と
考
え

る
が
、
江
田
五
月
法
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

二



右
質
問
す
る
。

三


